
○競争的資金による研究者
の雇用と博士課程学生の給
与型支援の拡充

文部科学省 平成13年度から科学研究費
補助金において当該研究遂
行のために必要となる研究
者および博士課程学生を研
究支援者として研究機関が
雇用し、給与等を科学研究
費補助金 （直接経費）から
研究棟関に支出することが
できるように制度改善を行
うなど、各制度で対応を実
施している。

○特別免許状制度や特別非 文部科学省 特別免許状制度の活用促進 法律の改正や財政措置によ 各都道府県教育委員会に対
常勤講師制度の一層の活用 のため、平成14年5月教育職 リ、各都道府県において両 し、特別免許状の授与に係
促進などによる、学校教育 員免許法を改正し、授与要 制度の一層の活用が促進さ る措置の内容を引き続き周
の場における社会人の活用 件の緩和等を措置。 れる。（平成13年度における 知することにより、その－
の飛躍的な拡大 特別非常勤講師制度の活用 特別非常勤講師の活用実績 層の活用を促進。特別非常

を促進 （平成15年度予算案
260百万円。）

は14，695件。） 勤講師の配置に係る事業費
を引き続き措置。（平成15年
度）

○新しいタイプの学校運営 文部科学省 平成14年度より実践研究を 7件9校に実践研究を委嘱
の在り方に関する実践研究 開始。 し、実践研究を開始。
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○地域の大学等を中心とし文部科学 ・知的クラスター創成事業にお 与知的クラスター創成事業、都 地域主体で産学官連携が進 ・両事業の連携を深めるため
た産学官連携事業による地省、経済産いては全国12地域で事業を 市エリア産学官連携促進事業 んでおり、今後、具体的な成果の地域クラスター推進協議
域経済支援、新事業・ベン業省 推進（平成14年度補正予算 においては、産学官の共同研 を上げていくことが課題。 会、合同成果発表会を各地域
チャー企業創出 600百万円、平成15年度予算 究等が進捗。 で開催。

6，900百万円）－ ・東北地域、長野・上田地域、 ・平成14年度中に、知的クラス
・都市エリア産学官連携促進 高松地域等において「地域ク ター創成事業において、6試行
事業においては全国19地域でラスター推進協議会」の開催 地域から3地域を本格実施地
事業を推進（平成15年度予算 が実現し、省庁の枠を超えた 域へ移行。
案3，100百万円） 施策のモデルとなり得る。地域 ・平成14年度中に、都市エリア
・3地域（東北、長野・上田、香 クラスター推進協議会も合同 産学官連携促進事業におい
川）をはじめとした各地域にお 成果発表会を開催することに て、新規に9地域を選定。
いて文部科学省の「知的クラ より、産業クラスター計画との ・知的クラスター創成事業にお
スター創成事業」と経済産業 連携が進むとともに‾、東北地 いては、平成16年度に厳正な
省の「産業クラスター計画」の
連携をはかる「地域クラスター
推進協議会」を開催。

方においては両事業の関係者
約60名が参加する等、地域に
おける産学官連携の機運が高
まった。

中間評価を実施。

○企業経験者の積極的採用文部科学省企業経験者等の採用を促進 平成14年度採用選考試験に 企業経験者等の採用を促進
や教員が企業等学校外にお している県市の取組を事例 おいて、都道府県・指定都市 している県市の事例につい
いて研修を受ける機会の充 集として毎年全国に配布。 のうち49県市が民間企業経 て引き続き情報提供を進め
実 教員の長期社会体験研修実 験について評価し、8県が社 る。教員の長期社会体験研

施機会を拡充 （平成15年度 全人特別選考を実施。教員 修に対する財政措置等を引
予算案100百万円） の長期社会体験研修につい

ては、都道府県・指定都市・
中核市のうち73県市が平成

13年度において実施し、74
県市が14年度において計
画。

き続き行う。

○スクールカウンセラーの文部科学省 ・児童生徒の心の悩みや不 ・平成14年度において、ス 引き続きスクールカウンセ
配置の推進 安に対応するため、スクー

ルカウンセラーを各学校に
配置し、それらを活用する
際の諸課題についての調査
研究を行う。 （平成15年度
予算案4，029百万円（平成15
年度配置予定校数　 7，000
校）

クールカウンセラーを5，500
校配置（平成14年度予算）

ラーの配置を図る
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ける教 文部科学省
育内容の充実

・平成14年度より新教育課
程のねらいとする「確かな
学力」の向上を図るため、
r学力向上フロンティア事

業」を着実に推進。（平成
15年度予算案815百万円）
・「確かな学力」を飛躍的
に向上させるための、総合
的施策パッケージとして
「学力向上アクションプラ
ン」を策定

・すべてのフロンティアス
クールにおいて、個に応じ
た指導の充実に関する取組
を実施。また、約6割の学
校においてその成果を他校
に普及するための説明会等
を開催。

・平成15年度にはフロン
ティアスクールの数を倍増
し、全国の学校へ実践研究
の成果を普及。
・r学力向上フロンティア
事業」をはじめ、「学力向
上アクションプラン」に盛
り込まれた施策を効果的・
効率的に実施するなど、
「確かな学力」の向上のた

めの取組をより一層推進。
（平成15年度予算案4，896百

・公立小中高等学校等にお
ける、教育用コンピュータ
整備（各普通教室2台）及び
インターネット接続等を推
進（地方交付税措置）。

・公立小中高等学校等の、
普通教室のLAN整備率
21．1％、インターネット接
続率97．9％など、公立学校
のI T環境が着実に整備
（平成14年3月末現在）

平成17年度までに全公立小
中高等学校等における、教
育用コンピュータ整備（各
普通教室2台）及びインター
ネット接続等を推進（地方
交付税措置）。

・スーパーサイエンスハイ
スクールの拡充、理科大好
きスクールの創設、大学等
と教育現場との連携等を推
進するサイエンス・パート
ナーシップ・プログラムの
推進等の科学技術・理科大
好きプランの推進（平成15
年度予算案5，086百万円）

・平成14年度において
は、スーパーサイエンスハ
イスクール指定校26校、サ
イエンス・パートナーシッ
プ・プログラムにより実施
された各地域での大学等の
研究者による実験等の特別
授業や教員研修等により、
①理科・数学に重点を置い
たカリキュラムの研究開
発、‘②大学等の研究者が教
育現場と連携して科学技
術・理科に関する教育活動
を実施するためのプログラ
ム開発と実践、③生徒が科
学技術に触れる機会の充実
等が図られている。

政策目標C・文部科学省・基本方針（改革工程表）

平成15年度はスーパーサイ
エンスハイスクールを拡充
する他、理科大好きスクー
ルの創設やサイエンス・
パートナーシップ・プログ
ラム等の取組を推進し、科
学技術・理科大好きプラン
に関する取組を総合的．一体
的に推進する。
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・英語教育の先進事例とな
るような学校づくりを推進

．・各指定校における英語教
育の改善に資するための実

平成15年度では、指定校を

50校まで拡大予定 （平成14
するため、英語教育を重点
的に行う学校をスーパー・
イングリッシュ・ランゲー
ジ・ハイスクールとして指
定し、英語教育を重視した
カリキュラムの開発等の実
践研究を実施。 （15年度予
算案234百万円）

践研究の推進 年度は18校）

・児童生徒の発達段階に応
じたキャリア教育の推進方
策等について検討するため

の有識者会議を平成14年11
月に発足。

平成15年の夏頃を目途に報
告書案を取りまとめる予定

○学科の設置及び学部 ・学 文部科学省 平成14年の臨時国会におい 学校教育法等の改正によ ・平成 1 5年度に、評価機
科の改廃を一層弾力化する て、改正学校教育法（平成14 リ、各大学等の自主性が高 関の認証基準を策定。
よう、第三者機関による継 年11月29日法律第118号）に まリ、弾力的な取組を行え ・平成16年度から第三書評
続的な評価の在り方の検討

や大学設置基準等の見直し
より、文部科学大臣の認証を
受けた複数の民間機関等によ
る大学の第三者評価制度を導
入。（平成16年4月1日施行）
平成14年8月5日、中央教育審
議会答申「大学の質の保証に
係る新たなシステムの構築に
ついて」を得た。これを受け
て、学校教育法等を改正し、
組織改編の前後で授与する学
位の種矩・分野に変更がない
場合は、認可不要とする等の
設置認可の弾力化を行った
（平成15年4日目］施行）（

るようになった。 価を施行
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ハ ． 規 細 改 革

○産学官連携による地域科 関係府省 ・知的クラスター創成事業にお ・知的クラスター創成事業、都 ・両事業の連携を深めるため
学技術振興を通じた地域経 いては全国1 2地域で事業を 市エリア産学官連携促進事業 の地域クラスター推進協議
済再生のためのイノペー 推進（平成14年度補正予算 こおいては、産学官の共同研 会、合同成果発表会を各地域
ション ・新産業の創出を推 600百万円、平成15年度予算 究等が進捗。 で開催。
進する。 6，900百万円） ・東北地域、長野・上田地域、 ・平成14年度中に、知的クラス

・都市エリア産学官連携促進 高松地域等において「地域ク ター創成事業において、6試行
事業においては全国19地域で ラスター推進協議会」の開催 地域から3地域を本格実施地
事業を推進（平成15年度予算 が実現し、省庁の枠を超えた 域へ移行。
案3，100百万円） 施策のモデルとなり得る。地域 ・平成14年度中に、都市エリア
・3 地域（東北、長野・上田、香 クラスター推進協議会も合同 産学官連携促進事業におい
川）をはじめとした各地域にお 成果発表会を開催することに て、新規に9地域を選定。
いて文部科学省のr知的クラ より、産業クラスター計画との ・知的クラスター創成事業にお
スター創成事業」と経済産業 連携が進むとともに、東北地 いては、平成16年度に厳正な
省の「産業クラスター計画」の
連携をはかる「地域クラスター
推進協議会」を開催。

方においては両事業の関係者
約60名が参加する等、地域に
おける産学官連携の機運が高
まった。

中間評価を実施。

O　 r科学技術」を軸とし 総合科学技 ・知的クラスター創成事業にお ・知的クラスター創成事業、都 地域主体で産学官連携が進 ・両事業の連携を深めるため
て、地域経済を支え、世界 術会議、開 いては全国12 地域で事業を 市エリア産学官連携促進事業 んでおり、今後、具体的な成果 の地域クラスター推進協議
に通用する新事業やベン 係府省 推進（平成14年度補正予算 においては、産学官の共同研 を上げていくことが課題。 会、合同成果発表会を各地域
チャー企業を連続的に生み 600百万円、平成15年度予算 究等が進捗。 で開催。
出すための施策を強力に推 6，900百万円） ・東北地域、長野・上田地域、 ・平成14年度中に、知的クラス
進する。このため、新車 ・都市エリア産学官連携促進 高松地域等において「地域ク ター創成事業において、6試行
業、新産業の創出が連鎖的 事業においては全国19地域で ラスター推進協議会」の開催 地域から3地域を本格実施地
に生じるシステムの形成を 事業を推進（平成15年度予算 が実現し、省庁の枠を超えた 域へ移行。
進めつつ、地域における技 案3，100百万円） 施策のモデルとなり得る。地域 ・平成14年度中に、都市エリア
術開発 ・研究開発の強化、 ・3 地域（東北、長野・上田、香 クラスター推進協議会も合同 産学官連携促進事業におい
大学発ベンチャーの育成、 川）をはじめとした各地域にお 成果発表会を開催することに て、新規に9地域を選定。
産学官連携のための支援体 いて文部科学省の「知的クラ より、産業クラスター計画との ・知的クラスター創成事業にお
制の整備、‘地域産学官連携 スター創成事業」と経済産業 連携が進むとともに、東北地 いては、平成16年度に厳正な
サミットの開催等の施策を 省の「産業クラスター計画」の 方においては両事業の関係者 中間評価を実施。
進める。 連携をはかる「地域クラスター

推進協議会」を開催。
約60名が参加する等、地域に
おける産学官連携の機運が高
まった。
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○競争的資金の拡充を図 総合科学技 ・第2期科学技術基本計画に 第2期科学技術基本計画を腐 ・今後とも第2期基本計画に
る。併せて、評価の徹底、 術会議、開 基づき、平成13年度から5年 まえた、競秦的資金の拡充 基づき、競争的資金の倍増
研究費の適正規模の確保、 係府省 間で競争的資金の倍増に向 と制度改革の推進。 に向け、拡充を図るととも
課題選定に当たっての戦略 ナた拡充を図る。 （平成15 に、制度改革を進める。
的重点化、若手研究者向資 年度予算案271，386百万円） ・総合科学技術会議の制度
金の重点的拡充を進めると ・各制度の平成15年度予算 改革の方針、 「文部科学省
ともに、専門家による一貫 案において競争的資金制度 における研究及び開発に開
した評価 ・執行体制の整 の一連の業務を一貫して責 する評価指針」を踏まえ、
億、総合科学技術会議にお 任を持って行う研究経歴の 「プログラム管理者 （プロ
ける総合調整等、制度の在 ある 「プログラム管理者 グラムオフィサー）」の配
り方について検討を進め （プログラムオフイ 置体制の整備等、公正で透
る。 サー）」を措置。 （一部省

令改正で対応予定）
明性の高い評価システムの
確立を図るなど制度の改革
を推進する。

○産学官連携の推進に関す
る制度改革 ・規制緩和等を
含む具体的方策を取りまと

める。また、国立大学等の
法人化に際し、改革の方向
性を打ち出すとともに、私
立大学での研究開発の促進
のため、私立大学への民間
資金の導入を促進する観点
から、民間からの委託研究
費に対する減税措置等につ
いて検討する。さらに、全
国の大学等と企業 トップが

一同に会する産学官連携サ
ミットを開催する。

総合科学技
術会議、関
係府省

・平成15年通常国会に「国立
大学法人法案」を提出（平成

16年4月に国立大学法人へ移
行予定）。

・平成14年4月1日より、私立大
学等が他の者の委託に基づ

いて行う研究に係る一定の事
業が法人税の課税対象から除
外された。また、平成15年度
税制改正要望において、学校
法人に対する「みなし譲渡所
得」課税の非課税化の承認手
続が大幅に簡素化されること
とされた。

○競争的資金による研究者
の雇用と博士課程学生の給
与型支援の拡充

文部科学省 平成13年度から科学研究費
補助金において当該研究遂
行のために必要となる研究
者および博士課程学生を研
究支援者として研究機関が
雇用し、給与等を科学研究
費補助金 （直接経費）から
研究機関に支出することが
できるように制度改善を行
うなど、各制度で対応を実
施 している。

○新しいタイプの学校運営 文部科学省 平成14年度より実践研究を 7件9校に実践研究を委嘱
の在り方に関する実践研究 開始。 し、実践研究を開始。
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○地域の大学等を中心とし 文部科学 ・知的クラスター創成事業にお ・知的クラスター創成事業、都 地域主体で産学官連携が進 ・両事業の連携を深めるため
た産学官連携事業による地 省、経済産 いては全国12地域で事業を 市エリア産学官連携促進事業 んでおり、今後、具体的な成果 の地域クラスター推進協議
域経済支援、新事業 ・ペン 業省 推進（平成14年度補正予算 こおいては、産学官の共同研 を上げていくことが課題。 会、合同成果発表会を各地域
チャー企業創出 600百万円、平成15年度予算 究等が進捗。 で開催。

6．900百万円） ・東北地域、長野・上田地域、 ・平成14年度中に、知的クラス
・都市エリア産学官連携促進 高松地域等において「地域ク ター創成事業において、6試行
事業においては全国19地域で ラスター推進協議会」の開催 地域から3地域を本格実施地
事業を推進（平成15年度予算 が実現し、省庁の枠を超えた 域へ移行。
案3，100百万円） 施策のモデルとなり得る。地域 ・平成14年度中に、都市エリア
・3 地域（東北、長野・上田、香 クラスター推進協議会も合同 産学官連携促進事業におい
川）をはじめとした各地域にお 成果発表会を開催することに て、新規に9地域を選定。
いて文部科学省の「知的クラ より、産業クラスター計画との ・知的クラスター創成事業にお
スター創成事業」と経済産業 連携が進むとともに、東北地 いては、平成16年度に厳正な
省の「産業クラスター計画」の
連携をはかる「地域クラスター
推進協議会」を開催。

方においては両事業の関係者
約60名が参加する等、地域に
おける産学官連携の機運が高
まった。

中間評価を実施。

○企業経験者の積極的採用 文部科学省 企業経験者等の採用を促進 平成14年度採用選考試験に 企業経験者等の採用を促進
や教員が企業等学校外にお している県市の取組を事例 おいて、都道府県・指定都市 している県市の事例につい
いて研修を受ける機会の充 集として毎年全国に配布。 のうち4g県市が民間企業経 て引き続き情報提供を進め
実 教員の長期社会体験研修実 験について評価し、8県が社 る。教員の長期社会体験研

施機会を拡充 （平成15年度 余人特別選考を実施ム教員 修に対する財政措置等を引
予算案100百万円） の長期社会体験研修につい

ては、都道府県・指定都市・
中核市のうち73県市が平成
13年度において実施し、74
県市が14年度において計

き続き行う。

○教員を評価し処遇するシ 文部科学省 平成14年度予算において、 各教育委員会において、新 「教員の評価に関する調査
ステムの確立に向けた調査 優秀な教員の表彰制度等に たな教員表彰制度を創設す 研究」を全都道府県・指定都

研究や、学校の評価システ 関する調査研究を、全都道 るなどの取組が進んでい 市教育委員会に委嘱して実施
ムの確立と全校実施、学校 府県 ・指定都市に委嘱して る。 することにより、各都道府県教

評価の外部公開に向けた調 実施している。 育委員会等における新たな教

査研究 また r教員の評価に関す
る調査研究」を全都道府
県 ・指定都市に委嘱して実
施。 （平成15年度予算案118
百万円）

員評価システムの導入を促進
する。
平成15年度から17年度の間に
可及的速やかに各都道府県
教育委員会等において新たな
教員評価システムを導入する
よう指導。
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小学校設置基準等の省令に、各学校、教育委員会におい 引き続き、学校や地域の状況
学校は自己評価の実施とその て、学校の自己評価等の取組 に応じた学校の評価を行うた
結果の公表に努めることを規
定した（平成叩年4月施行）。ま
た平成14年度より「学校の評
価システムの確立に関する調
査研究」を全都道府県・指定
都市に委嘱して実施。（平成15
年度予算案47百万円）

が進んでいる。 めの具体的な方策について、
全都道府県・指定都市に実践
的な研究を委嘱する「学校の
評価システムの確立に関する
調査研究」を実施。

○学科の設置及び学部 ・学 文部科学省 平成14年の臨時国会におい 学校教育法等の改正によ ・平成 1 5年度に、評価機
科の改廃を一層弾力化する て、改正学校教育法（平成14 リ、各大学等の自主性が高 閑の認証基準を策定。
よう、第三者機関による継 年11月29日法律第118号）に まリ、弾力的な取組を行え ・平成16年度から第三者評
続的な評価の在り方の検討
や大学設置基準等の見直し

より、文部科学大臣の認証を
受けた複数の民間機関等によ
る大学の第三者評価制度を導
入。（平成16年4月1日施行）
平成14年8月5日、中央教育審
議会答申「大学の質の保証に
係る新たなシステムの構築に

ついて」を得た。これを受け
て、学校教育法等を改正し、
組織改編の前後で授与する学
位の種類・分野に変更がない
場合は、認可不要とする等の
設置認可の弾力化を行った
（平成15在4月1日施行）（

るようになうた。 価を施行

○大学運営における第三者 文部科学省 平成14年の臨時国会におい ・平成 1 5 年度に、評価機
評価の実施 （継続的に推 て、改正学校教育法（平成14 閑の認証基準を策定。
進） 年11月29日法律第118号）に

より、文部科学大臣の認証を
受けた複数の民間機関等によ
る大学の第三者評価制度を導
入。（平成16年4月1日施行）

・平成16年度から第三者評
価を施行

○コミュニティ・スクール 文部科学省 新しいタイプの学校運営の 新しいタイプの学校運営の なお、コミュニティスクー 更なる実践研究を推進
の可能性や課題についての 在り方に関する実践研究の 在り方に関する実践研究の ル導入のための制度整備に し、その成果を踏まえ、問題点
検討 中で検討。 中で検討。 ついては、別途、平成15年

中に検討する。
等の整理・検討
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○私立学校の設置促進のた 文部科学省 多様な小 ・中学校の設置を 小学校設置基準 （平成14年
めの施策の検討 （設置基 促進する観点から、小学校 文部科学省令第14号）及び
準、 「準則主義」、私学審 設置基準及び中学校設置基 中学校設置基準 （平成14年
議会） 準を策定し、小 ・中学校の

設置基準を明確化した。
文部科学省令第15号）を策

定。 （平成14年4月1日施
行）

私立学校の設置促進を含め、
多様な教育機会を提供する観
点から、小・中学校設置基準
を平成14年4月より施行した。
また、私立学校審議会をより
開かれたものとするため、委
員名簿や議事概要について、
各都道府県のホームページ等
において公開することを都道
府県私立学校主管部課長会
議（平成15年1月）等において
要請するとともに、一層の改革
に向けて、構成員・運営を含む
私立学校審議会の在り方を引
き続き検討中。

○公立学校システムに開す 文部科学省 平成14 年度より実施している 「新しいタイプの学校運営の在 r新しいタイプの学校運営の
る教員人事権のあり方を含 「新しいタイプの学校運営の在 り方に関する実践研究」による 在り方に関する実践研究」を
めた検討 リ方に関する実践研究」にお 実践研究校における、校長・ 推進。また、構造改革特別区

いて、教員人事権の在り方を
含め検討を行っている。
また、平成14 年度臨時国会

において成立した構造改革特
別区域法第13条により、県費
負担教職員に加えて、＿構造改
革特区において市町村が教職
員の給与を負担し任用するこ
とが可能となる。

教員公募の実施。 域法は平成15年4月1日から
施行。

○特別免許状制度や特別非 文部科学省 特別免許状制度の活用促進 法律の改正や財政措置によ 各都道府県教育委員会に対
常勤講師制度の一層の活用 のため、平成14年5月教育職 リ、各都道府県において両制 し、特別免許状の授与に係る
促進などによる、学校教育 員免許法を改正し、授与要 度の一層の活用が促進され 措置の内容を引き続き周知す
の場における社会人の活用 件の緩和等を措置。 る。（平成13年度における特別 ることにより、その一層の活用
の飛躍的な拡大 特別非常勤講師制度の活用 非常勤講師の活用実績は14． を促進。特別非常勤講師の配

を促進，（平成15年度予算案
260百万円。）

695件。） 置に係る事業費を引き続き措
置（平成15年度）。

政策目標C・文部科学省・基本方針（改革工程表） Page12



ホ． その他 の制 度 改革

○世界最先端の I T 国家の 総務省、経 e－ネクール（インターネット 2005年の学校の姿を踏まえ、
姿を国民のみならず世界に 済産業省、 フェスティバル）を平成14年10 高速回線によるインターネッ
広く提示するため、最先端 国土交通 月10日～14日に金沢で実施。 トデジタルコンテンツ等を活
技術の開発、実証実験等を 省、文部料 その様子はインターネットによ 用した先進的な実践事例を広
実施する。 学省 り配信した。 く一般に紹介することにより、

学校教育の情報化の推進に
寄与した。

○学校、図書館等の超高速 総務省、文 ・公立小中高等学校等にお ・公立小中高等学校等の、 平成17年度までに全公立小
インターネット接続の推進や 部科学省 ける、教育用コンピュータ 普通教室のL A N 整備率 中高等学校等における、教

関連するIT環境の整備等を 整備 （各普通教室2台）及び 21．1％、インターネット接 育用コンピュータ整備 （各

通じ、学校等の情報化を推 インターネット接続等を推 統率97．9％など、公立学校 普通教皇2台）及びインター

進する。 進 （地方交付税措置）。

・教育センター等と各学校
を結ぶ教育用イントラネッ
トを構築するため、高度教
育用ネットワーク利用環境
整備事業を実施。

の I T 環境が着実に整備
（平成14年3月末現在）

ネット接続等を推進 （地方
交付税措置）。

大学、研究機関等における最 大学、研究棟関等の協力及 実際にデジタル教材を使用し
先端の研究成果を活用し、児 び現場の教員の協力を受け た教員等への調査の実施によ
童生徒の知的好奇心・探究心 てデジタル教材を開発した リさらなる改良に必要なデータ
こ応じた科学技術・理科に関 他、これらをインターネッ を収集するとともに、デジタル
する学習機会の提供を図るた ト経由で提供するシステム 教材の使用が教育現場に普
め、「先進的科学技術・理科教
育用デジタル教材」の開発を
実施。（平成15年度予算案740

百万円）

についても開発を実施。 及するために必要と考えられ

る取組について検証する。

○小中高等学校等における 文部科学省 ・ 「学校いきいきプラ ・l T 専門家の活用状況 引き続き、 「学校いきいき
I T の活用を促進するた ン」、情報処理技術者等委 （特別非常勤講師、授業補 プラン」、情報処理技術者
め、 I T 専門家 1 万人を派 嘱事業 （地方交付税措置） 助者等）　 82．528人 （H13年 等委嘱事業 （地方交付税措
達する。 などにより、 I T 専門家を

活用。
度、延べ数） 置）などにより、 I T 専門

家を活用。
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O「I T人づくり計画」を
実施する。（学校の高速・
超高速インターネット接続
の推進、コンテンツの制
作・流通の促進、教員のI
T指導力の向上、国民の情
報リテラシー向上、IT職
業能力開発、専門的IT人
材育成等）

文部科学
省、総務
省、厚生労
働省、経済
産業省、関
係府省

・公立小中高等学校等にお
ける、教育用コンピュータ
整備（各普通教室2台）及び
インターネット接続等を推
進（地方交付税措置）。

・教育センター等と各学校
を結ぶ教育用イントラネッ
トを構築するため、高度教
育用ネットワーク利用環境
整備事業を実施。

・授業で活用できる教育用
コンテンツ（高等学校専門
教科）を開発中。

・国、都道府県、学校の各
段階において、体系的な教
員研修を実施中。

・公立小中高等学校等の、
普通教室のLAN整備率
21．1％、インターネット接
続率97．9％など、公立学校
のIT環境が着実に整備
（平成14年3月末現在）

・高等学校の商業や福祉な
どのコンテンツを4件開発
し、提供予定。

・コンピュータを用いて指
導できる教員の割合が
47．4％（平成14年3月現在）

平成17年度までに全公立小
中高等学校等における、教
育用コンピュータ整備（各
普通教室2台）及びインター
ネット接続等を推進（地方
交付税措置）。

引き続き、授業で活用でき
る教育用コンテンツ（高等
学校専門教科）を開発し、
提供予定。

国、都道府県、学校の各段
階において、体系的な教員
研修を実施に加え、e－ラー
ニング方式の自学研修シス
テムの開発や同一教科の教
員の連携を促進し、IT活
用指導力を向上させるため
のモデル事業を実施する。

先端の研究成果を活用し、児
童生徒の知的好奇心・探究心
に応じた科学技術・理科に関
する学習機会の提供を図るた
め、「先進的科学技術・理科教
育用デジタル教材」の開発を
実施。
デジタル教材が教育現場にお
いて日常的に使用されるよう
な運用体制や教員間のネット
ワーク等の構築をどのように
進めていくか検討中。

大学、研究機閑等の協力及
び現場の教員の協力を受け
てデジタル教材を開発した
他、これらをインターネッ
ト経由で提供するシステム
についても開発を実施。

実際にデジタル教材を使用し
た教員等への調査の実施によ
り、さらなる改良に必要なデー
タを収集するとともに、デジタ
ル教材の使用が教育現場に
普及するために必要と考えら

れる取組について検証する。
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・学校教育や生涯学習に開 ・こ教育情報ナショナルセン 平成17年度までに教育情報
する情報を提供する教育情 ターヘのアクセス件数は、 ナショナルセンターへの登
報ポータルサイ ト等として 平成13年8月のサイ ト開設か 線情報を約10万件とするこ
教育情報ナショナルセン

ター機能を整備しており、
平成14年9月に本格的な検索
機能を備えたサイ トとして

リニューアル。登録情報と
しては、3万件を超える教育
用コンテンツを提供してい
る。

ら1年間で約130万件とな

る。平成15年1月未には、
190万件を超え、学校等への
利活用が促進されている。

とを目標に強力に推進。

・教育用コンテンツを有効 ・教育情報ナショナルセン 平成16年度未までに3000件
に活用した、授業の実践研 タ一に1000件以上の実践研 の実践研究成果を蓄積 ・公
究成果を蓄積 ・公開するた 究成果を登録し、 I T を活 関することを目標に強力に
めの事業を13のコンソーシ

アムに委託。実践研究成果
は教育情報ナショナルセン
ターに登録。

大学、研究機関等における最

用した 「わかる授業の実
現」及び r情報活用能力の
育成」に寄与している。

大学、研究棟関等の協力及

推進。

実際にデジタル教材を使用し
先端の研究成果を活用し、児 び現場の教員の協力を受け た敢員等への調査の実施によ
童生徒の知的好奇心・探究心 てデジタル教材を開発 した りさらなる改良に必要なデータ
こ応じた科学技術・理科に関 他、これらをインタ⊥ネッ を収集するとともに、デジタル
する学習機会の提供を図るた ト経由で提供するシステム 教材の使用が教育現場に曹
め、r先進的科学技術・理科教
育用デジタル教材」の開発を
実施。（平成15年度予算案740
百万円）

についても開発を実施。 及するために必要と考えられ

る取組について検証する。

○国立大学を早期に法人化
し、競争的な環境の下で民
営化を含め民間的な経営手
法を導入すべく、具体的な
制度設計について、 r国立
大学等の独立行政法人化に
関する調査検討会議」の中
間報告を9 月中に行う。

文部科学省 平成15年通常国会に「国立大
学法人法案（仮称）」を提出
（平成16年4月に国立大学法
人（仮称）へ移行予定）。
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